
対象者
小中学校に通う児童生徒の保護者で、裏面記載の申請基準のいずれか

に該当する方　（生活保護受給中の方を除く）　

申請方法
長崎市電子申請サービスを利用して電子申請

（下記QRまたは長崎市ホームページから）

申請期間
令和８年４月１６日～令和９年３月１５日

（申請時期によって認定月が変わりますのでお早めにご申請ください）

認定

について
学校を通じて認定・不認定の通知をお渡しします。

その他

注意事項等

●申請は随時受け付けていますが、提出日ごとに認定月が決まりますので、

お早めにご提出ください。

●年度当初から世帯の状況が変わられたかたなど、ご利用いただける場合が

ありますので、是非ご検討ください。

●インターネット環境がない場合や外国語の申請書を希望する場合は、下記

へご連絡ください。

返済不要

お申込みはこちら 詳細はこちら

校外活動費

（実費相当額）

学用品費

（定額）

修学旅行費

（実費相当額）

給食費

（実費相当額）

就学援助制度とは…

小中学校に通うお子様の保護者で経済的にお困りの方を対象に､学校生活に必要な経費の

一部を援助する制度です。（年度ごとに申請が必要） 返済の必要はございません。

【お問い合わせ先】

長崎市教育委員会学務課就学支援係

長崎市魚の町4-1　市役所12階

電話： 822-8888（代表）

内線： 4181、4185

令和8年度就学援助の申請は

随時受け付けています！

教育委員会からのお知らせ

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/5992.html
https://apply.e-tumo.jp/city-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12581


世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 11人

合計所得額
（円）

2,256,000 2,677,000 2,991,000 3,426,000 3,999,000 4,594,000 5,172,000 5,417,000 6,196,000 6,510,000

よくある質問 ※詳しい質問はHPでご確認ください。

援助を受けることができる方とその添付書類
　援助を受けられる方は、次のいずれかに該当する方です。(太字は主な申請理由)
　（☆が付いている理由は、決定通知書等の書類が必要になりますので、長崎市ホームページでご確認ください。）

   １－（1）　生活保護が停止または廃止された 
　１－（2）　世帯員全員が市民税が非課税である
　１－（3）　市民税が減免された（天災などによる減免）
☆１－（4）　個人事業税が減免された（天災などによる減免）
☆１－（5）　固定資産税が減免された（天災などによる減免）
☆１－（6）　国民年金の掛金が減免された
　　　　　　※令和８年7月以前のものまたは1/4免除のものは対象外(減免申請予定で申請可）
☆１－（7）　国民健康保険税が減免された
　１－（8）　児童扶養手当を受けている
　　　　　　※全部支給停止の場合は対象外　※児童手当や特別児童扶養手当は対象外
☆１－（9）　生活福祉資金を借りた（令和８年の借入に限る。）

☆２－（1）　職業安定所登録の日雇労働をしている

　３－（1）　『世帯員*全員』の令和７年所得額の合計が、下表の「認定基準額」以下で子どもを就学させる
 

















のが困難な場合
　　　　　　【注意】世帯員とは原則として、住民票に記載されている世帯員及び同一住所の世帯員をいいます。
【世帯人数別 認定基準額】
※源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、住民税通知書の「総所得金額」の欄をご確認ください。

☆3－（2）　特別の事情(家計急変)：上記以外の理由で経済的にお困りの方
①離職による減収（定年退職を除く）　　　②長期療養による減収（産休を除く）　　  　③転職による減収 
④同一勤務先での減収                           　⑤災害（火災・風水害等） 

　Q.兄弟がいますが、申請はそれぞれ必要ですか？

A.1回の申請で対象の全てのお子様の申請ができます（市立、私立等を問いません。）。全ての小中学生
のお子様を電子申請の児童生徒欄に入力してください。

A.保護者（現に監護する者）であれば構いません。したがって、原則、同居していることが条件となり
ますが、祖父母等であっても、申請者となりえます。

A.申請の受付後、登録されたメールアドレスにお知らせいたします。その際、発行される受付番号、
パスワードをもって、サイト上で進捗状況や結果を確認できます。
なお、決定通知書は学校を通じて通知いたします。

就学援助は長崎市に在住の児童生徒の保護者であれば、私立、県立、国立学校も受けられます（特別支
援学校を除く）。ただし、給付内容は一部制限があります。

　Q.申請者は世帯主でなければいけませんか？

   Q.申請の受付完了、進捗、結果等はどこで確認できますか？

   Q.私立の学校でも就学援助は受けられますか？
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